
・この資料は、都市計画道路である山手環状線（大窪工区）の整備
に伴う都市計画変更素案の内容を説明するものです。

・資料の上半分は、「説明用スライド」です。

・資料の下半分は、説明用スライドの内容を補い、より皆さまに伝
わるよう口語調の「補足説明文」を記述しています。
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・はじめに、この説明資料の趣旨を説明します。

・市では、令和元年より、山手環状線（大窪工区）の整備に向けた取
り組みを進めているところです。

・その整備に伴う、大久保石ヶ谷線との交差点部に右折車線を設
置するための都市計画変更素案について、住民や関係者の皆さま
に広く説明するとともに、ご意見をお伺いするために作成した資
料です。

・当初は、都市計画法第１６条に基づく説明会を５月中旬に開催す
る予定でした。

・しかしながら、新型コロナウィルス感染拡大防止および安全確保
の観点から、不特定多数の方が参加することとなる説明会の開催
は中止とさせていただきました。

・都市計画法の趣旨に照らし合わせて、説明会の開催に代わる措
置として、都市計画変更素案について、ホームページを活用した説
明とあわせて、意見募集を行うものです。
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・この説明資料は、第１章から第４章で構成しています。

・説明の流れとして、第１章は、都市計画道路山手環状線の現況や
整備の必要性を中心に説明しています。

・第２章は、山手環状線（大窪工区）の事業計画の概要を説明して
います。

・第３章は、今回の説明目的である、都市計画変更素案の具体的な
内容を説明しています。

・第４章は、意見書の提出方法や今後のスケジュールについて、説
明しています。
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・第１章では、都市計画道路山手環状線の現況や整備の必要性を
中心に説明します。

・まず、都市計画道路とは、都市計画法に基づき位置や区域が定め
られている道路のことで、山手環状線は、明石市中部地域の和坂
２丁目と魚住町金ヶ崎を国道２号の北側で結ぶ東西環状道路を言
います。

・この道路は、国道２号のバイパスとしての役割を担うため、昭和
３３年に都市計画決定され、昭和４３年の都市計画変更で、現在の
ルート（線形）となりました。

・全体延長は約６キロメートルで、昭和４４年から事業に着手し、順
次整備を進めてきました。

・そして、平成３０年度に魚住町金ヶ崎などの西工区が完成して、
残りの未整備区間は、大久保町大窪の大窪工区約７００メートルと
なっています。
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・次に、山手環状線の整備の必要性を説明します。ひとつは、東西
交通の円滑化に貢献することです。

・現在、東西交通の主要な幹線道路である国道２号に交通が集中
することで、慢性的に渋滞が発生し、物流などの分野で経済的な
損失を与えています。

・国や県などで組織される兵庫地区渋滞対策協議会において、市
内中部の国道２号が「主要渋滞区間」、また、ＪＲ大久保駅北側の国
道大久保などの複数の交差点が「主要渋滞箇所」として選定され
ています。

・残りの大窪工区約７００メートルの整備を進め、山手環状線が全
線開通することで、機能的な環状道路ネットワークが形成され、車
両交通が分散されることにより、国道２号の渋滞緩和に大きく貢
献することになります。
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・もうひとつは、生活道路や通学路の安全性向上に寄与することで
す。

・現在、大久保町大窪や松陰などの生活道路に多くの通り抜け車
両が流入しており、周辺住民の生活環境の悪化などを招いていま
す。

・また、スライドの写真のように歩道が狭かったり、歩道がない通
学路に多くの車両が流入するため、特に朝夕の通学時は、子供た
ちにとって危険な状況です。

・大窪工区の整備により、生活道路への通り抜け車両が減少するこ
とで、生活環境の安全性や利便性が向上することになります。

・くわえて、広い歩道が整備されることにより、小学生や中学生に
とって、安全で快適な通学路が確保されることになります。

・そのほかにも、大規模災害時の国道２号など代替道路としての機
能や、沿道の土地利用促進による市街地形成などの整備効果が見
込まれます。
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・第１章の最後は、山手環状線の整備に関する地域のニーズをお知
らせします。

・平成３０年度に西工区が完成したことにより、地域住民の皆さま
から、「広い歩道で子供が安全に歩けるようになった」、「国道２号
の渋滞が緩和された」、「買い物や通勤が便利になった」など、整備
効果を実感する声が多数寄せられています。

・また、令和元年９月市議会のほか、周辺自治会やタウンミーティ
ングにおいて、「生活道路への通り抜け車両の抜本的な対策」、「安
全で安心な通学路」、「さらなる国道２号の渋滞緩和」などのため
に、早期に大窪工区を着工するよう、要望が上がっていました。

・以上のような整備の必要性や地域のニーズ、および市が目指す
まちづくりの基本方針との整合性や費用対効果が見込まれる山手
環状線（大窪工区）の整備を進めていくことを決定しました。
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・第２章では、山手環状線（大窪工区）の事業計画の概要として、路
線位置や幅員構成などを説明します。

・まずは、大窪工区の路線位置です。東側は「明石岡田郵便局」の
北にある大久保石ヶ谷線との交差点から、西側は「山手小学校」の
東南にある県道大久保稲美加古川線との交差点を結ぶ未整備の
区間です。

・延長は約７００メートル、幅員は１６メートルで、都市計画で定め
られた位置に新しく道路をつくります。

・それに合わせて、東西の両交差点の流れをスムーズにするため、
右折車線を設けるなど、交差点の整備を行います。

・特に、東側の大久保石ヶ谷線に右折車線を設置するには、現道の
幅員が狭いため、拡幅しなければなりません。

・そのためには、都市計画道路の区域を変更する必要があること
から、今回、その変更素案の内容を広く周知・説明させていただき
、住民や関係者の皆さまのご意見を都市計画の案に反映させよう
とするものです。

・なお、詳細の内容は第３章で説明させていただきます。
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・続いて、山手環状線の標準横断図で幅員構成を説明します。

・車道部は２車線で路肩を含めて７メートル、歩道部は植樹桝など
を含めて４.５メートルが２箇所で、全体の道路幅員は１６メートル
となります。

・すでに整備が完了している山手小学校南側の山手環状線（市道
大久保８００号線など）と同じ幅員構成です。
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・第３章では、大久保石ヶ谷線との交差点部に右折車線を設置する
ための都市計画変更素案の内容を説明します。

・今回都市計画を変更する箇所はスライドに示すとおりで、２つの
路線になります。正式名称は、３.４.５１０号山手環状線と
３.５.５１９号大久保石ヶ谷線です。

・ちなみに、番号の最初の数字は、自動車専用道路や歩行者専用道
路などの道路区分で、３は「幹線街路」を表しています。

・２番目の数字は、幅員規模を表しており、４は「１６メートル以上２
２メートル未満」、５は「１２メートル以上１６メートル未満」の道路と
なります。

・最後の数字は、都市計画区域ごとの一連番号となっています。
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・現状、幅員が１２メートルの大久保石ヶ谷線は、幅員が不足してい
るため、右折車線を設置することができません。

・そのため、交差点部分を西側に１車線分（３メートル）拡幅し、幅員
を１５メートルとして右折車線を設置する計画です。

・現在の交通量および将来的な交通量予測において、北から東へ
左折する交通量が最も多くなっています。

・そのため、交通安全上の観点から、現状どおりの車両動線を維持
し、交差点部分を西側に拡幅します。

・なお、山手環状線は幅員が１６メートルあるため、現状の都市計
画道路の区域内で、右折車線の設置が可能となっています。
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・スライドの左側に示すとおり、大久保石ヶ谷線の交差点の幅員構
成は、車道部が１車線分３メートル増えて１０メートル、歩道は現状
どおり２.５メートルが２箇所で、全体の道路幅員は１５メートルと
なります。

・スライド右側には、交差点の整備イメージをお示ししています。

・道路構造令や設計基準などをもとに、右折車線長や本線シフト長
などの延長を決定しています。

・右折車線の設置により、スムーズな走行が可能となり、交差点の
渋滞の発生が抑制され、円滑かつ安全な交差点へと生まれ変わり
ます。
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・第３章の最後は、都市計画変更素案の内容を説明します。

・大久保石ヶ谷線の延長約２３０メートルの区間の幅員を１２メート
ルから一部１５メートルに変更します。

・それに伴い、山手環状線の交差点の隅切り部分が追加されるこ
とから、一部区域を変更します。
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・第４章は、都市計画変更素案についての意見書の提出方法や今
後のスケジュールなどを説明します。

・これまでに説明しました都市計画変更素案について、次の期間中
に、明石市長に対して意見書を提出することができます。

・提出期間は、令和２年５月１１日の月曜日から６月１日の月曜日必
着です。

・その期間中、変更素案や説明資料などを、市ホームページに掲載
していますので、いつでも閲覧することができます。

・提出方法は、住所、氏名、年齢、電話番号、意見（様式自由）を明
記のうえ、郵送、ファクシミリ、メールのいずれかの方法で提出し
てください。

・提出先は、明石市役所の道路整備課山手環状線整備担当です。

・住所は、郵便番号６７４-００６３、明石市大久保町八木７４２大久
保浄化センター会議棟です。

・電話番号は、０７８-９２０-８２１２です。

・ファクシミリは、０７８-９２０-８２１３です。

・メールアドレスは、ｙａｍａｋａｎ@ｃｉｔｙ.ａｋａｓｈｉ.ｌｇ.ｊｐです。
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・最後に、今後のスケジュールを説明します。

・都市計画変更までのスケジュールは、今回の意見募集のあと、皆
さまからいただいたご意見を踏まえた都市計画変更案を作成し、
７月に都市計画法に基づく縦覧を行います。この時にも、住民や関
係者の皆さまは意見書を提出することができます。

・その後、８月に開催予定の「明石市都市計画審議会」での審議を
経て、９月に都市計画変更の告示を予定しています。

・都市計画変更のあと、兵庫県知事から事業認可を受けることで、
山手環状線（大窪工区）の整備事業が正式にスタートします。

・事業認可後のスケジュールはスライドに示すとおりです。２０２６
年度（令和８年度）の開通を目指して取り組みを進めていきます。

・以上が、山手環状線の整備に伴う都市計画変更素案の説明資料
です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

・今後も進捗に応じて、その都度関係権利者の皆さまをはじめ、広
く住民の皆さまには事業の説明を行う機会を設けるとともに、情
報提供に努めてまいりますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお
願いします。


